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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アルミニウム材と、
　前記アルミニウム材の表面上に形成された有機物層と、
　前記アルミニウム材と前記有機物層との間で前記アルミニウム材の表面の少なくとも一
部の領域に形成された、アルミニウムの炭化物を含む介在層とを備え、
　前記有機物層は炭素前駆体を含み、かつ炭素粒子を含まない、導電物被覆アルミニウム
材。
【請求項２】
　前記炭素前駆体は、少なくとも炭素および水素の元素を含み、かつ、ラマン分光法によ
って検出されたラマンスペクトルにおいてラマンシフトが１３５０ｃｍ－１付近または１
５８０ｃｍ－１付近にラマン散乱強度のピークを有する、請求項１に記載の導電物被覆ア
ルミニウム材。
【請求項３】
　前記有機物層は、４５０℃以上６６０℃未満の温度範囲で１時間以上１００時間以下の
範囲内での加熱により揮発しない物質から形成される、請求項１に記載の導電物被覆アル
ミニウム材。
【請求項４】
　当該導電物被覆アルミニウム材は、電極構造体を構成するために用いられる、請求項１
に記載の導電物被覆アルミニウム材。
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【請求項５】
　前記電極構造体はキャパシタの集電体および電極である、請求項４に記載の導電物被覆
アルミニウム材。
【請求項６】
　前記電極構造体は電池の集電体および電極である、請求項４に記載の導電物被覆アルミ
ニウム材。
【請求項７】
　アルミニウム材の表面に、炭素粒子を含まない樹脂層を形成する樹脂層形成工程と、
　前記樹脂層が形成されたアルミニウム材を、炭化水素含有物質を含む空間に配置して、
加熱することにより、炭素前駆体を含む有機物層を形成する有機物層形成工程とを備える
、導電物被覆アルミニウム材の製造方法。
【請求項８】
　前記樹脂層形成工程は、樹脂と溶媒とを混合する工程を含む、請求項７に記載の導電物
被覆アルミニウム材の製造方法。
【請求項９】
　前記有機物層形成工程は、４５０℃以上６６０℃未満の温度範囲で行う、請求項７に記
載の導電物被覆アルミニウム材の製造方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、一般的には、アルミニウム材の表面を導電物で被覆した導電物被覆アルミ
ニウム材とその製造方法に関し、特定的には各種キャパシタの集電体や電極、各種電池の
集電体や電極等に用いられる導電物被覆アルミニウム材とその製造方法に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、アルミニウム材をそのままで集電体や電極の材料として使用した場合、アル
ミニウム材の表面に形成される酸化被膜が不働態化し、結果として表面の導電性が低下し
、絶縁化するという問題がある。この問題を解決するために、アルミニウム材の表面に導
電物として炭素を塗布することにより、表面の導電性を改善するという手法が採用されて
きた。
【０００３】
　例えば、特開２０００－１６４４６６号公報（以下、特許文献１という）に開示されて
いるように真空蒸着法によってアルミニウム材の表面に炭素膜を形成する方法がある。具
体的には、特許文献１には、キャパシタまたは電池に使用される電極の製造方法として、
アルミニウムで形成された集電体に、カーボンの中間膜を設け、その上に活性炭、カーボ
ンブラックおよび結着剤であるメチルセルロースとを混合したペースト状の混合材料から
なる活物質層を導電物として被覆することが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０００－１６４４６６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記の方法で得られる複合材料では、導電物である炭素粒子自身が基材
であるアルミニウム材の表面に担持された構成であることから、高温、高湿度の雰囲気中
に長期間曝された場合、雰囲気中に含まれる水分が炭素粒子間に侵入して炭素粒子とアル
ミニウム材との界面にて水和反応を起こす。さらに、この複合材料をキャパシタや電池に
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使用した場合には、キャパシタや電池に含まれる腐食成分が上記の水和反応の進行を加速
させる場合が多い。
【０００６】
　例えば、特許文献１に開示された真空蒸着法によって炭素粒子を担持させた集電体や電
極では、上記の水和反応によって形成された水酸化物の影響で、導電物である炭素粒子の
一部がアルミニウム材の表面から離脱することにより、導電性が低下する。
【０００７】
　また、特許文献１では、結着剤を用いて導電物である炭素粒子を固着してはいるが、長
期間の使用によって結着剤自身の特性が劣化するだけでなく、上記の水和反応も生じるこ
とにより、その結果として導電性が低下する。
【０００８】
　そこで、この発明の目的は、高湿条件下で使用した場合においても水分により、表面の
導電性を担保する導電物がアルミニウム材から剥離せず、好適に集電体や電極の材料とし
て使用することが可能な導電物被覆アルミニウム材とその製造方法を提供することである
。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者は、鋭意研究を重ねた結果、以下の知見を得た。導電物含有層をアルミニウム
材の表面に形成するために、炭素粒子を使用しないで導電性を示す物質を含有するように
導電物含有層を構成すれば、上記の水和反応を抑制することができるのではないかと本発
明者は考えた。すなわち、本発明者は、導電物含有層として有機物層をアルミニウム材の
表面に形成し、この有機物層中に、導電性を示す物質として炭素前駆体が含まれるように
導電物含有層を構成すればよいという考えに至った。
【００１０】
　具体的には、従来のように炭素粒子を使用せず、まず、アルミニウム材の表面に樹脂層
を形成する。その後、炭化水素含有物質を含む空間で、その表面に樹脂層が形成されたア
ルミニウム材を加熱することにより、アルミニウム材の表面に形成された樹脂層が当該加
熱工程後において有機物層として残存する。この有機物層は、非常に緻密な構造を有する
。この緻密な構造により、高温度、高湿度の雰囲気中に長期間曝された場合において、雰
囲気中に含まれる水分の侵入を抑制することができるようになる。また、この有機物層は
、炭素前駆体を含むので、この炭素前駆体の存在によりアルミニウム材の表面に炭素粒子
を担持させなくても導電性を確保することが可能となる。その結果として、従来の炭素被
覆アルミニウム材に比べて、高湿度の雰囲気中での水分との水和反応を抑制しつつ、導電
性を確保することが可能になるという知見を得た。このような発明者の知見に基づいて本
発明はなされたものである。
【００１１】
　この発明に従った導電物被覆アルミニウム材は、アルミニウム材と、このアルミニウム
材の表面上に形成された有機物層と、アルミニウム材と有機物層との間でアルミニウム材
の表面の少なくとも一部の領域に形成された、アルミニウムの炭化物を含む介在層とを備
え、有機物層は導電物として炭素前駆体を含み、かつ炭素粒子を含まない。
【００１２】
　この発明の導電物被覆アルミニウム材においては、まず、アルミニウム材と有機物層と
の間に形成された、アルミニウムの炭化物を含む介在層が、アルミニウム材の表面と、ア
ルミニウム材の表面上に形成された有機物層との密着性を高める作用をする。また、有機
物層は非常に緻密な構造を有するので、高湿度の雰囲気中での水分との水和反応を抑制す
ることができる。さらに、有機物層中に炭素前駆体が存在することにより、アルミニウム
材の表面に炭素粒子を担持させなくても、導電性を確保することができる。
【００１３】
　この発明の導電物被覆アルミニウム材において、有機物層中に含まれる炭素前駆体は、
少なくとも炭素および水素の元素を含み、かつ、グラファイトに類する成分もしくはアモ
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ルファスカーボンに類する成分を含むことが好ましい。いいかえれば、この発明の導電物
被覆アルミニウム材において、有機物層中に含まれる炭素前駆体は、少なくとも炭素およ
び水素の元素を含み、かつ、ラマン分光法によって検出されたラマンスペクトルにおいて
ラマンシフトが１３５０ｃｍ－１付近または１５８０ｃｍ－１付近にラマン散乱強度のピ
ークを有することが好ましい。
　このような炭素前駆体を有機物層中に含ませることにより、導電性を示す有機物層を形
成することができる。
【００１４】
　また、この発明の導電物被覆アルミニウム材において、有機物層は、４５０℃以上６６
０℃未満の温度範囲で１時間以上１００時間以下の範囲内での加熱により揮発しない物質
から形成されることが好ましい。
【００１５】
　有機物層が、上記のような物質から形成されることにより、欠陥及びクラックの少ない
構造を形成することができる。
【００１６】
　さらに、この発明に従った上述のいずれかの特徴を有する導電物被覆アルミニウム材は
、電極構造体を構成するために用いられることが好ましい。
【００１７】
　上記の電極構造体は、キャパシタの集電体と電極を構成するために用いられることが好
ましい。これにより、キャパシタの容量特性、内部抵抗特性、充放電特性、寿命を高める
ことができる。キャパシタとしては、電気二重層キャパシタ、アルミニウム電解コンデン
サ、機能性固体コンデンサ等が例示される。
【００１８】
　また、上記の電極構造体は、電池の集電体と電極を構成するために用いられることが好
ましい。これにより、電池の容量特性、内部抵抗特性、充放電特性、寿命を高めることが
できる。電池としては、リチウムイオン電池等の二次電池が例示される。
【００１９】
　この発明に従った導電物被覆アルミニウム材の製造方法は、以下の工程を備える。
【００２０】
　（Ａ）アルミニウム材の表面に、炭素粒子を含まない樹脂層を形成する樹脂層形成工程
。
                                                                                
【００２１】
　（Ｂ）樹脂層が形成されたアルミニウム材を、炭化水素含有物質を含む空間に配置して
、加熱することにより、炭素前駆体を含む有機物層を形成する有機物層形成工程。
【００２２】
　この発明の製造方法では、特許文献１に記載されたように密着性を確保するために、カ
ーボンの中間膜を設ける必要はなく、また、塗布後に、乾燥と圧着という一連の工程を必
ずしも施す必要がない。アルミニウム材の表面に樹脂層を形成した後、炭化水素含有物質
を含む空間にアルミニウム材を配置し、加熱するという簡単な工程で、アルミニウム材の
表面を、炭素前駆体を含む有機物層で被覆することができるだけでなく、アルミニウム材
と有機物層との間にアルミニウムの炭化物を含む介在層を形成することができる。これに
より、アルミニウム材と有機物層との密着性を高めることができる。
【００２３】
　また、この発明の製造方法では、アルミニウム材の表面に樹脂層を形成した後、アルミ
ニウム材と樹脂層とを、炭化水素含有物質を含む空間に配置して加熱することにより、有
機物層がアルミニウム材の表面に形成される。有機物層形成工程において、樹脂層は、炭
化水素含有物質を含む雰囲気中で加熱されるが、完全には酸化、消失せず、炭素前駆体を
含む有機物層となる。これにより、アルミニウム材の表面に導電性を示す有機物層が存在
することになる。
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【００２４】
　アルミニウム材の表面に形成される有機物層は、非常に緻密な構造を有するので、高湿
度の雰囲気中での水分との水和反応を抑制することができる。さらに、有機物層中に炭素
前駆体が存在することにより、アルミニウム材の表面に炭素粒子を担持させなくても、導
電性を確保することができる。
【００２５】
　この発明の導電物被覆アルミニウム材の製造方法において、樹脂層形成工程は、樹脂と
溶媒とを混合する工程を含むのが好ましい。
【００２６】
　この混合工程を備えることにより、アルミニウム材の表面に均一に樹脂層を形成するこ
とができ、その後の工程を経て形成される有機物層をアルミニウム材の表面に均一に形成
することが可能となる。これにより、アルミニウム材の表面に均一に緻密な構造を有する
有機物層が形成され、アルミニウム材の表面のどの箇所においても、高湿度の雰囲気中で
の水分との水和反応を抑制することができる。
【００２７】
　さらに、この発明の導電物被覆アルミニウム材の製造方法において、有機物層形成工程
は、４５０℃以上６６０℃未満の温度範囲で行うことが好ましい。
【発明の効果】
【００２８】
　以上のようにこの発明によれば、アルミニウム材の表面上に有機物層を備えるので、高
温度、高湿度の雰囲気中に長期間曝された場合において、雰囲気中に含まれる水分の侵入
を抑制できるようになる。また、この有機物層は、炭素前駆体を含むので、この炭素前駆
体の存在により、アルミニウム材の表面に炭素粒子を担持させなくても導電性を確保する
ことが可能になる。その結果として、従来の導電物被覆アルミニウム材に比べて、高湿度
の雰囲気中での水分との水和反応を抑制しつつ、導電性を確保することができ、従来より
も高温度、高湿度の過酷な雰囲気中で、本発明の導電物被覆アルミニウム材を長期間使用
することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】この発明の一つの実施形態として、導電物被覆アルミニウム材の詳細な断面構造
を模式的に示す断面図である。
【図２】この発明の実施例４の試料の断面を走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）によって観察し
た写真を示す。
【図３】この発明の実施例４の試料の介在層を観察するため、ブロム-メタノール混合溶
液を用いてアルミニウム部分を溶解し、残存した介在層の表面をＳＥＭによって直接観察
した写真を示す。
【図４】この発明の実施例４の試料の有機物層についてラマン分光法によって検出された
ラマンスペクトルを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下、この発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
【００３１】
　図１に示すように、この発明の一つの実施形態として、導電物被覆アルミニウム材の断
面構造によれば、アルミニウム材の一例としてのアルミニウム箔１の表面上に有機物層２
が形成されている。アルミニウム箔１と有機物層２との間には、アルミニウム元素と炭素
元素とを含む介在層３が形成されている。介在層３は、アルミニウム箔１の表面の少なく
とも一部の領域に形成され、アルミニウムの炭化物、たとえばＡｌ４Ｃ３を含む。有機物
層２は、炭素前駆体を含む。有機物層２は、アルミニウム箔１に直接密着している部分も
あれば、介在層３を介してアルミニウム箔１に密着している部分もある。有機物層２は、
アルミニウム箔１に直接密着することにより、十分な密着性を有しているが、介在層３が
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存在することにより、より強固にアルミニウム箔１に有機物層２が密着している。
【００３２】
　図１に示すように、一つの実施の形態では、有機物層２の少なくとも一部が、介在層３
の一部分の領域上に付着している。アルミニウム箔１の表面に形成される有機物層２の一
部が、介在層３の一部分の領域上の表面上に付着し、有機物層２の他の一部が、介在層３
の表面上ではなく、介在層３が形成されていないアルミニウム箔１の表面上に直接付着し
ていてもよい。なお、図１に示されるように、複数の介在層３が、アルミニウム箔１の表
面上で、互いに間隔をあけて島状に形成されているが、互いに隣接して島状に形成されて
いてもよい。
【００３３】
　図１に示された本発明の導電物被覆アルミニウム材においては、まず、アルミニウム箔
１と有機物層２との間に形成された、アルミニウムの炭化物を含む介在層３が、アルミニ
ウム箔１の表面と、アルミニウム箔１の表面に形成される有機物層２との密着性を高める
作用をする。この作用の結果として、高湿度条件下においてもアルミニウム箔１と有機物
層２の間への水分の侵入を抑制することができる。
【００３４】
　なお、アルミニウム箔１の表面に形成された有機物層２に含まれる炭素前駆体は、少な
くとも炭素および水素の元素を含むことが好ましく、かつ、グラファイトに類する成分も
しくはアモルファスカーボンに類する成分を含んでいるものが好ましい。なお、後述する
加熱工程により、アルミニウム箔１の表面に形成された樹脂層が炭素前駆体に変わると推
察される。
【００３５】
　上記の構成を有する本発明の導電物被覆アルミニウム材は、下記で規定する塩酸剥離試
験において、アルミニウム箔１から有機物層２が完全に剥離するまでの時間が長い方が好
ましい。
【００３６】
　＜塩酸剥離試験＞
　幅１０ｍｍ、長さ１００ｍｍの短冊状の導電物被覆アルミニウム材を、８０℃、１Ｍ（
Ｍは、体積モル濃度［ｍｏｌ／リットル］を意味する）の塩酸溶液中に浸漬し、アルミニ
ウム材から有機物層が完全に剥離するまでの時間を測定する。
【００３７】
　この時間が長ければ、導電体となる有機物層が長期間安定してアルミニウム材に密着し
ていることが可能となる。
【００３８】
　この発明の一つの実施の形態として、有機物層２が形成される基材としてのアルミニウ
ム材（上記の実施の形態では一例としてアルミニウム箔１）は、特に限定されず、純アル
ミニウムまたはアルミニウム合金を用いることができる。このようなアルミニウム材は、
アルミニウム純度が「ＪＩＳ　Ｈ２１１１」に記載された方法に準じて測定された値で９
８質量％以上のものが好ましい。本発明で用いられるアルミニウム材は、その組成として
、鉛（Ｐｂ）、珪素（Ｓｉ）、鉄（Ｆｅ）、銅（Ｃｕ）、マンガン（Ｍｎ）、マグネシウ
ム（Ｍｇ）、クロム（Ｃｒ）、亜鉛（Ｚｎ）、チタン（Ｔｉ）、バナジウム（Ｖ）、ガリ
ウム（Ｇａ）、ニッケル（Ｎｉ）およびホウ素（Ｂ）の少なくとも１種の合金元素を必要
範囲内において添加したアルミニウム合金、または、上記の不可避的不純物元素の含有量
を限定したアルミニウムも含む。アルミニウム材の厚みは、特に限定されないが、箔であ
れば５μｍ以上２００μｍ以下、板であれば２００μｍを越え３ｍｍ以下の範囲内とする
のが好ましい。
【００３９】
　上記のアルミニウム材は、公知の方法によって製造されるものを使用することができる
。たとえば、上記の所定の組成を有するアルミニウムまたはアルミニウム合金の溶湯を調
整し、これを鋳造して得られた鋳塊を適切に均質化処理する。その後、この鋳塊に熱間圧
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延と冷間圧延を施すことにより、アルミニウム材を得ることができる。なお、上記の冷間
圧延工程の途中で、１５０℃以上４００℃以下の範囲内で中間焼鈍処理を施してもよい。
【００４０】
　この発明に従った上述のいずれかの特徴を有する導電物被覆アルミニウム材は、電極構
造体を構成するために用いられることが好ましい。
【００４１】
　上記の電極構造体は、キャパシタの集電体や電極を構成するために用いられることが好
ましい。これにより、キャパシタの容量特性、内部抵抗特性、充放電特性、寿命を高める
ことができる。キャパシタとしては、電気二重層キャパシタ、アルミニウム電解コンデン
サ、機能性固体コンデンサ等が例示される。
【００４２】
　また、上記の電極構造体は、電池の集電体や電極を構成するために用いられることが好
ましい。これにより、電池の容量特性、内部抵抗特性、充放電特性、寿命を高めることが
できる。電池としては、リチウムイオン電池等の二次電池が例示される。
【００４３】
　この発明に従った導電物被覆アルミニウム材の製造方法の一つの実施の形態においては
、まず、アルミニウム箔１の表面に樹脂層を形成する（樹脂層形成工程）。次に、樹脂層
が形成されたアルミニウム箔１を、炭化水素含有物質を含む空間に配置して、加熱するこ
とにより、炭素前駆体を含む有機物層を形成する（有機物層形成工程）。この有機物層形
成工程により、図１に示すように、アルミニウム箔１の表面上に有機物層２が形成される
。
【００４４】
　この発明の製造方法では、特許文献１に記載されたように密着性を確保するために、カ
ーボンの中間膜を設ける必要はなく、また、塗布後に、乾燥と圧着という一連の工程を必
ずしも施す必要がない。アルミニウム箔１の表面に樹脂層を形成した後、炭化水素含有物
質を含む空間にアルミニウム箔１を配置し、加熱するという簡単な工程で、アルミニウム
箔１の表面を有機物層２で被覆することができるだけでなく、アルミニウム箔１と有機物
層２との間にアルミニウムの炭化物を含む介在層３を形成することができる。これにより
、図１に示すように、アルミニウム箔１と炭素前駆体を含む有機物層２との密着性を高め
ることができる。
【００４５】
　また、この発明の製造方法では、樹脂層形成工程においてアルミニウム箔１の表面に樹
脂層を形成した後、有機物層形成工程においてアルミニウム箔１と樹脂層とを、炭化水素
含有物質を含む空間に配置して加熱することにより、図１に示すように有機物層２がアル
ミニウム箔１の表面に形成される。有機物層形成工程において、樹脂層は、炭化水素含有
物質を含む雰囲気中で加熱されるが、完全には酸化、消失せず、炭素前駆体を含む有機物
層２となる。これにより、有機物層２に導電性が付与されることとなる。
【００４６】
　また、有機物層２は、非常に緻密な構造を有するので、アルミニウム箔１の表面に有機
物層２が存在することにより、高湿度の雰囲気中での水分との水和反応を抑制することが
できる。これにより、従来よりも高温度、高湿度の過酷な雰囲気中で導電物被覆アルミニ
ウム材を長期間使用することが可能となる。
【００４７】
　この発明の導電物被覆アルミニウム材の製造方法において、樹脂層形成工程は、樹脂と
溶媒とを混合する工程（混合工程）を含むのが好ましい。
【００４８】
　この混合工程を備えることにより、アルミニウム箔１の表面に均一に樹脂層を形成する
ことができ、その後の工程を経て形成される有機物層２をアルミニウム箔１の表面に均一
に形成することが可能となる。これにより、アルミニウム箔１の表面に均一に緻密な構造
を有する有機物層２が形成され、アルミニウム箔１の表面のどの箇所においても、高湿度
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の雰囲気中での水分との水和反応を抑制することができる。
【００４９】
　なお、均一に樹脂層が形成されるのであれば、混合方法や混合時間も特に限定されない
。加える溶剤の量は、樹脂添加量に対して５０質量％以下であることが好ましい。
【００５０】
　樹脂層形成工程で使用する樹脂は特に限定されないが、例えば、ポリビニルアルコール
系、ポリビニルブチラール系、エポキシ系、芳香族などの環状構造を有する樹脂（例えば
、フェノール系）、アクリル系等の樹脂が挙げられ、特にはフェノール系の樹脂が好まし
い。また、樹脂は、特性面において、炭化水素雰囲気下で４５０℃以上６６０℃未満の温
度範囲で１時間以上１００時間以下の範囲内での加熱により揮発しない樹脂を使用するの
が好ましい。これは、有機物層形成工程中に有機物層が揮発すると、有機物層２に欠陥ま
たはクラックが発生し、欠落部分に介在層３が形成されやすくなるからであり、その結果
、水和反応を抑制するという作用効果を得ることができなくなる理由による。
【００５１】
　樹脂層形成工程で適宜使用する溶剤は、特に限定されないが、樹脂の親溶剤（樹脂が溶
解しやすい溶剤）であることが好ましい。例えば、樹脂として油溶性樹脂を使用する場合
には、メチルイソブチルケトン、トルエン、メチルエチルケトン等が挙げられる。
【００５２】
　上述の樹脂層形成工程において、アルミニウム箔１の表面に、樹脂層を形成させる方法
としては、樹脂と適宜溶媒を用いて、スラリー状、液体状に調製したものを、塗布、ディ
ッピング等によって、また、固体状に調製したものを、粉末の形態で散布、エクストルー
ジョン、熱圧着等によって、アルミニウム箔１の表面上に付着させればよい。上記の樹脂
層をアルミニウム箔１の表面上に付着させた後、加熱処理の前に、２０℃以上３００℃以
下の範囲内の温度で乾燥させてもよい。
【００５３】
　また、この発明の導電物被覆アルミニウム材においては、有機物層２はアルミニウム箔
１の少なくとも片方の面に形成すればよく、その厚みは０．０１μｍ以上１０ｍｍ以下の
範囲内であるのが好ましい。
【００５４】
　本発明の導電物被覆アルミニウム材の製造方法の一つの実施の形態では、用いられる炭
化水素含有物質の種類は特に限定されない。炭化水素含有物質の種類としては、たとえば
、メタン、エタン、プロパン、ｎ‐ブタン、イソブタンおよびペンタン等のパラフィン系
炭化水素、エチレン、プロピレン、ブテンおよびブタジエン等のオレフィン系炭化水素、
アセチレン等のアセチレン系炭化水素等、またはこれらの炭化水素の誘導体が挙げられる
。これらの炭化水素の中でも、メタン、エタン、プロパン等のパラフィン系炭化水素は、
アルミニウム材を加熱する工程においてガス状になるので好ましい。さらに好ましいのは
、メタン、エタンおよびプロパンのうち、いずれか一種の炭化水素である。最も好ましい
炭化水素はメタンである。
【００５５】
　また、炭化水素含有物質は、本発明の製造方法において液体、気体等のいずれの状態で
用いてもよい。炭化水素含有物質は、アルミニウム材が存在する空間に存在するようにす
ればよく、アルミニウム材を配置する空間にどのような方法で導入してもよい。たとえば
、炭化水素含有物質がガス状である場合（メタン、エタン、プロパン等）には、アルミニ
ウム材の加熱処理が行なわれる密閉空間中に炭化水素含有物質を単独または不活性ガスと
ともに充填すればよい。また、炭化水素含有物質が液体である場合には、その密閉空間中
で気化するように炭化水素含有物質を単独または不活性ガスとともに充填してもよい。
【００５６】
　アルミニウム材を加熱する工程において、加熱雰囲気の圧力は特に限定されず、常圧、
減圧または加圧下であってもよい。また、圧力の調整は、ある一定の加熱温度に保持して
いる間、ある一定の加熱温度までの昇温中、または、ある一定の加熱温度から降温中のい
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ずれの時点で行なってもよい。
【００５７】
　アルミニウム材を加熱する空間に導入される炭化水素含有物質の質量比率は、特に限定
されないが、通常はアルミニウム１００質量部に対して炭素換算値で０．１質量部以上５
０質量部以下の範囲内にするのが好ましく、特に０．５質量部以上３０質量部以下の範囲
内にするのが好ましい。
【００５８】
　アルミニウム材を加熱する工程において、加熱温度は、加熱対象物であるアルミニウム
材の組成等に応じて適宜設定すればよいが、通常は４５０℃以上６６０℃未満の範囲内が
好ましく、５３０℃以上６２０℃以下の範囲内で行うのがより好ましい。ただし、本発明
の製造方法において、４５０℃未満の温度でアルミニウム材を加熱することを排除するも
のではなく、少なくとも３００℃を超える温度でアルミニウム材を加熱すればよい。
【００５９】
　加熱時間は、加熱温度等にもよるが、一般的には１時間以上１００時間以下の範囲内で
ある。
【００６０】
　加熱温度が４００℃以上になる場合は、加熱雰囲気中の酸素濃度を１．０体積％以下と
するのが好ましい。加熱温度が４００℃以上で加熱雰囲気中の酸素濃度が１．０体積％を
超えると、アルミニウム材の表面の熱酸化被膜が肥大し、アルミニウム材の表面抵抗値が
増大するおそれがある。
【００６１】
　また、加熱処理の前にアルミニウム材の表面を粗面化してもよい。粗面化方法は、特に
限定されず、洗浄、エッチング、ブラスト等の公知の技術を用いることができる。
【実施例】
【００６２】
　以下の実施例１～５、および、比較例１～２に従って、アルミニウム箔１を基材として
用いた導電物被覆アルミニウム材を作製した。
【００６３】
　（実施例１～５）
　表１の「樹脂層形成工程で用いる樹脂」に示された各種の樹脂１質量部に対して、表１
の「溶媒」に示された各種の溶媒４質量部を加えて混合して溶解させ、固形分２０質量％
の塗工液を得た。なお、実施例２～５の「溶媒」であるトルエンとメチルエチルケトンと
の混合溶媒の混合比は１：１である。
【００６４】
　これらの塗工液を厚みが５０μｍで純度が９９．３質量％のアルミニウム箔の両面に塗
布することにより、樹脂層を形成し、温度１５０℃で３０秒間乾燥した（樹脂層形成工程
）。なお、乾燥後の樹脂層の厚みは片面側で１～３μｍであった。その後、両面に樹脂層
が形成されたアルミニウム箔を、メタンガス雰囲気中にて温度５５０℃で１０時間保持す
ることにより、有機物層を形成した（有機物層形成工程）。このようにして、本発明の導
電物被覆アルミニウム材を作製した。
【００６５】
　得られた実施例１～５の本発明の導電物被覆アルミニウム材の断面を観察したところ、
アルミニウム箔１の表面に有機物層２が形成されていることを確認することができた。
【００６６】
　なお、断面の観察は、走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）を用いて行った。
【００６７】
　一例として、実施例４の導電物被覆アルミニウム材の試料の断面を走査型電子顕微鏡（
ＳＥＭ）によって観察した写真を図２に示す。写真の倍率は１００００倍である。
【００６８】
　図２に示すように、導電物被覆アルミニウム材において、有機物層（相対的に色の濃い
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部分）が非常に緻密な構造を有している状態がよくわかる。
【００６９】
　また、実施例４の導電物被覆アルミニウム材の介在層３を観察するため、ブロム-メタ
ノール混合溶液を用いてアルミニウム部分を溶解し、残存した介在層３の表面をＳＥＭに
よって直接観察した写真を図３に示す。すなわち、図３は、図１においてアルミニウム箔
１を除去して露出された介在層３の表面を、介在層３から有機物層２に向かって裏面を観
察した写真である。図３において、写真の倍率は、矢印の順に３０００倍、１００００倍
、１５０００倍である。
【００７０】
　図３に示すように、導電物被覆アルミニウム材において、アルミニウム箔の表面の少な
くとも一部の領域に、多数の介在層が島状に分散して形成されている状態がよくわかる。
【００７１】
　また、実施例４の導電物被覆アルミニウム材について、ラマン分光法（測定装置名：RE
NISHAW社製の顕微ラマン装置　Ramascope1000）により検出されたラマンスペクトルにて
有機物層に含まれる成分を確認したところ、ラマンシフトが１３５０ｃｍ－１付近にアモ
ルファスカーボンに相当するラマン散乱強度のピークを検出し、さらにラマンシフトが１
５８０ｃｍ－１付近にグラファイトに相当するラマン散乱強度のピークを検出した。その
ラマンスペクトルを図４に示す。
【００７２】
　図４に示すように、アモルファスカーボン成分とグラファイト成分と思われるラマン散
乱強度のピークが検出されたことから、本発明の導電物被覆アルミニウム材において、有
機物層には炭素前駆体が存在していると推察される。
【００７３】
　（比較例１）
　平均粒径が２０ｎｍのカーボンブラック粒子１質量部を、表１の「溶媒」に示されたブ
タノールに分散させることにより、固形分２０質量％の塗工液として、固形分が２０質量
％のカーボンブラック粒子を含む塗工液を得た。この塗工液を厚みが５０μｍで純度が９
９．３質量％のアルミニウム箔の両面に塗布し、温度１５０℃で３０秒間乾燥した（樹脂
層形成工程に対応する工程）。なお、乾燥後のカーボンブラック粒子含有層の厚みは片面
で１μｍであった。その後、両面にカーボンブラック粒子含有層が形成されたアルミニウ
ム箔を、メタンガス雰囲気中にて温度５５０℃で１０時間保持することにより、炭素含有
層を形成した（有機物層形成工程に対応する工程）。このようにして、比較例１としての
導電物被覆アルミニウム材を作製した。本比較例の製造方法は、本発明の製造方法におけ
る樹脂層形成工程に代えて、カーボンブラック粒子を溶媒で分散させたカーボンブラック
粒子含有層を形成する工程を行なったものに相当する。
【００７４】
　（比較例２）
　平均粒径が２０ｎｍのカーボンブラック粒子２質量部を、表１の「樹脂層形成工程で用
いる樹脂」に示されたポリ塩化ビニル系樹脂（この場合、カーボンブラック粒子のバイン
ダーとして作用する）１質量部と混合し、表１の「溶媒」に示されたトルエンとメチルエ
チルケトンとの混合溶媒（混合比１：１）に分散させることにより、樹脂層形成工程に対
応する工程で用いる塗工液として、固形分が２０質量％のカーボンブラック粒子を含む塗
工液を得た。この塗工液を厚みが５０μｍで純度が９９．３質量％のアルミニウム箔の両
面に塗布し、温度１５０℃で３０秒間乾燥した（樹脂層形成工程に対応する工程）。なお
、乾燥後のカーボンブラック粒子含有層の厚みは片面で１μｍであった。その後、両面に
カーボンブラック粒子含有層が形成されたアルミニウム箔を、メタンガス雰囲気中にて温
度５５０℃で１０時間保持することにより、炭素含有層を形成した（有機物層形成工程に
対応する工程）。このようにして、比較例２としての導電物被覆アルミニウム材を作製し
た。本比較例の製造方法は、本発明の製造方法における樹脂層形成工程に代えて、カーボ
ンブラック粒子とバインダーを溶媒で分散させたカーボンブラック粒子含有層を形成する
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【００７５】
　［評価］
　実施例１～５、比較例１～２で得られた、導電物被覆アルミニウム材における有機物層
２（比較例１～２では炭素含有層）の導電性試験、導電物被覆アルミニウム材の経時信頼
性試験（塩酸剥離試験、水和反応試験）の結果を表１に示す。なお、評価条件は以下に示
す通りである。
【００７６】
　［導電性試験］
　作製した実施例１～５、比較例１～２の導電物被覆アルミニウム材の導電性を次のよう
にして評価した。まず、作製した実施例１～５、比較例１～２の導電物被覆アルミニウム
材から、試験試料として、幅２０ｍｍ、長さ１００ｍｍの矩形状に切断した試料を準備し
た。サンドペーパーを用いて、この試料の一部において表層の導電物層を削り落とした。
このようにして作製された試験試料のアルミニウム部と導電物層の各表面に、テスター（
三和電気計器（株）製DIGITAL　MULTIMETER　PM5）の導通チェックモードを使って、各端
子を押し当て導電性を確認した。その評価結果を表１の「導電性」に示す。
【００７７】
　［経時信頼性試験：塩酸剥離試験］
　まず、作製した実施例１～５、比較例１～２の導電物被覆アルミニウム材から、試験試
料として、幅１０ｍｍ、長さ１００ｍｍの短冊状に切断した試料を準備した。そして、こ
の試験試料を、８０℃、１Ｍ（Ｍは、体積モル濃度［ｍｏｌ／リットル］を意味する）の
塩酸溶液中に浸漬し、有機物層２（比較例１～２においては炭素含有層）が完全に剥離す
るまでの時間を測定した。その測定された時間を表１の「塩酸剥離時間」に示す。
【００７８】
　［経時信頼性試験：水和反応試験］
　まず、作製した実施例１～５、比較例１～２の導電物被覆アルミニウム材から、試験試
料として、幅６５ｍｍ、長さ７０ｍｍのサイズに切り出した試料を準備した。そして、こ
の試験試料を、８０℃に加熱した純水に６０分間浸漬し、水和反応により発生したガスを
回収し、その体積を測定し、その測定された体積を水和反応の量と評価した。その量を表
１の「水和反応量」に示す。
【００７９】
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【表１】

【００８０】
　表１の結果から、実施例１～５の導電物被覆アルミニウム材では、比較例１～２の導電
物被覆アルミニウム材に比べて、水和反応が抑制されており、有機物層のアルミニウム材
への密着性に優れた特性を示した。
【００８１】
　これは、実施例１～５の導電物被覆アルミニウム材が以下の作用効果を奏することを実
証している。すなわち、実施例１～５の導電物被覆アルミニウム材は、導電物としてカー
ボンブラック粒子を含んでおらず、アルミニウム箔１の表面に有機物層２が形成されてい
る。この有機物層２が非常に緻密な構造を有しているので、高温度、高湿度の雰囲気中で
長期間曝された場合において、雰囲気中に含まれる水分の侵入を抑制できるようになる。
また、この有機物層２は、炭素前駆体を含むので、この炭素前駆体の存在によりアルミニ
ウム箔１の表面に炭素粒子を担持させなくても導電性を確保することが可能となる。その
結果として、従来の導電物被覆アルミニウム材に比べて、高湿度の雰囲気中での水分との
水和反応を抑制しつつ、導電性を確保することができ、従来よりも高温、高湿度の過酷な
雰囲気中で本発明の導電物被覆アルミニウム材を長期間使用することが可能になると推察
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【００８２】
　今回開示された実施の形態と実施例はすべての点で例示であって制限的なものではない
と考慮されるべきである。本発明の範囲は以上の実施の形態と実施例ではなく、請求の範
囲によって示され、請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての修正と変形を含む
ものであることが意図される。
【産業上の利用可能性】
【００８３】
　この発明の導電物被覆アルミニウム材を用いて、電気二重層キャパシタ、アルミニウム
電解コンデンサ、機能性固体コンデンサ等のキャパシタの電極や集電体、リチウムイオン
電池等の二次電池の集電体や電極などの電極構造体を構成することにより、キャパシタや
電池の容量特性、内部抵抗特性、充放電特性、寿命を高めることができる。
【符号の説明】
【００８４】
　１：アルミニウム箔、２：有機物層、３：介在層。

【図１】
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